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次
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ン
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ル
国
家
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分
析
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点
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１
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ン
ガ
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ル
政
治
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済
史
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概
略
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２
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秩
序
の
制
度
化
と
機
能
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政
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統
治
と
管
理
シ
ス
テ
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３
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成
長
の
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─
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経
済
成
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の
仕
組
み
と
運
営

第
４
章　

国
家
と
国
民
─
─
社
会
工
学
と
国
民
の
意
識

第
５
章　

国
際
関
係
の
基
本
構
造
と
実
態

第
６
章　

二
一
世
紀
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

終　

章　

人
民
行
動
党
国
家
の
透
視
図

　

あ
と
が
き

　

文
献
リ
ス
ト　

　　

索
引

●
多
様
な
国
家
像
が
林
立
す
る
現
代
世
界
に
あ
っ
て
、
歴
史
浅
く
、
小
さ
な
「
人
造
・
移
民
」
国
と

し
て
異
彩
を
放
つ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
。
そ
の「
秩
序
あ
る
成
長
」を
国
家
機
能
の
側
面
か
ら
徹
底
分
析
。

　

本
書
の
目
的
は
、「
制
度
化
と
機
能
」
と
「
ア
ク
タ
ー
国
家
」

の
二
つ
の
視
点
を
使
い
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
家
が
自
己
設
定
し
た

「
秩
序
と
成
長
」
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
制
度
化
を
行
い
、
ど

う
機
能
（
ワ
ー
ク
）
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
実
体
を
解
明
す
る
こ
と
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
本
書
は
、
既
存
の
国
家
類
型
を
援
用
し
な
が
ら
、

こ
の
二
つ
の
分
析
視
点
を
機
軸
に
据
え
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
家
の

全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
国
家
研
究
が
必
要
で
あ
り
、
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
家
の
事
例
解
剖
を
通
じ
て
、
現
代

国
家
の
本
質
の
一
端
に
迫
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
社

会
が
国
家
（
あ
る
政
治
体
制
）
を
創
る
に
は
、
成
員
の
強
固
な
意
思

と
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
が
、
ひ
と
た
び
創
ら
れ
た

国
家
（
政
治
体
制
）
の
維
持
に
は
、
そ
れ
と
は
別
の
、
あ
る
い
は
、

そ
れ
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
特
殊
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
は
一
九
六
五
年
に
誕
生
し
た
若
い
国
家
だ
が
、
独
立
後

に
人
民
行
動
党
の
厳
格
な
一
党
支
配
体
制
が
築
か
れ
、「
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
国
家
」
と
「
人
民
行
動
党
」
が
同
義
語
と
な
っ
た
体
制
の

下
で
「
秩
序
と
成
長
」
の
「
制
度
化
と
機
能
」
が
極
限
に
ま
で
追

及
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
事
例
に
、
現
代

国
家
は
任
務
遂
行
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
制
度
化
と
機
能
を
行

い
、
国
民
を
統
治
・
管
理
し
て
い
る
の
か
解
明
し
た
な
ら
ば
、
現

代
国
家
の
本
質
（
ト
ー
タ
ル
な
実
体
像
と
存
在
理
由
）
の
一
端
に
迫
る

こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
意
義
（
あ
る
い
は
無
意
義
）
も
明
ら
か
に

な
る
と
考
え
る
。

　

第
二
に
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
家
が
そ
れ
を
実
行
す
る
過
程
で
生

起
し
た
問
題
を
抉
り
出
す
こ
と
で
、
現
代
国
家
の
限
界
や
課
題
が

明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
事
例
分
析
か
ら

得
ら
れ
る
仮
説
は
三
点
あ
る
。
第
一
が
、
国
家
の
任
務
が
何
で
あ

れ
、
ま
さ
に
そ
れ
を
果
た
す
過
程
で
国
家
と
国
民
関
係
の
逆
転
現

象
が
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
国
家
は
国
民
が
主

人
で
あ
る
こ
と
を
原
理
に
し
た
も
の
だ
が
（
国
民
国
家
）、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
は
国
家
が
主
人
と
な
る
逆
転
現
象
が
…
…（
序
章
よ
り
）


